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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以

上
の
人
と
、
65
歳
か
ら
74
歳
の
う
ち
一

定
の
障
害
の
あ
る
人
が
対
象
の
医
療
制

度
で
す
。
将
来
に
わ
た
り
、
高
齢
者
が

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

平
成
20
年
度
か
ら
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

保
険
料
は「
均
等
割
」と「
所
得
割
」で

決
定

　

保
険
料
は
す
べ
て
の
被
保
険
者
が
同

じ
額
を
負
担
す
る
「
均
等
割
」
と
、
被

保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

す
る「
所
得
割
」の
合
計
で
す
。（
図
１
）

保
険
料
額
は
７
月
に
通
知

　

保
険
料
額
は
、
７
月
中
旬
に
加
入
者

に
通
知
し
ま
す
。
７
月
以
降
に
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
人
は
、
加

入
し
た
月
の
翌
月
以
降
に
通
知
し
ま
す
。

保
険
料
率
の
見
直
し
が

行
わ
れ
ま
し
た

　

保
険
料
率
は
、
制
度
を
運
営
す
る
北

海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
決

定
し
、
原
則
２
年
ご
と
に
見
直
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
平
成
30
・

31
年
度
の
保
険
料
率
は
、
均
等
割
額
が

５
万
２
０
５
円
、
所
得
割
額
の
基
礎
と

な
る
所
得
割
率
が
10
・
59
パ
ー
セ
ン
ト
、

保
険
料
の
限
度
額
は
、
62
万
円
に
決
定

し
ま
し
た
。（
図
２
）

保
険
料
の
軽
減
範
囲
が

拡
大
・
見
直
し
さ
れ
ま
し
た

　

保
険
料
は
、
所
得
額
な
ど
一
定
の
要

件
を
満
た
す
と
、
自
動
的
に
軽
減
さ
れ

ま
す
。（
非
課
税
所
得
者
除
く
）

均
等
割
の
軽
減
が
拡
大

　

平
成
30
年
度
か
ら
、
均
等
割
軽
減
の

５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
範
囲
が
拡
大

さ
れ
ま
し
た
。（
表
１
）

　

世
帯
主
と
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ

て
の
被
保
険
者
の
合
計
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
均
等
割
額
が
軽
減
に
な

り
ま
す
。（
表
２
）

所
得
割
の
軽
減
が
見
直
し

　

一
定
の
所
得
（
91
万
円
）
以
下
の
人

に
つ
い
て
、
所
得
割
が
「
２
割
」
軽
減

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
度
か

ら
、「
軽
減
な
し
」
へ
変
更
と
な
り
ま
す
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の

軽
減
が
見
直
し

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る

前
日
ま
で
被
用
者
保
険
※
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
人
の
均
等
割
軽
減
割
合
が
、

見
直
さ
れ
ま
し
た
。（
表
３
）

※
被
用
者
保
険　

全
国
健
康
保
険
協
会

（
協
会
け
ん
ぽ
）
や
組
合
管
掌
健
康
保

険
、
共
済
組
合
な
ど
の
健
康
保
険
を
指

し
ま
す
。
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
や

国
民
健
康
保
険
組
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

保
険
料
額
の
例

　

表
４
、
表
５
は
年
金
収
入
だ
け
の
場

合
の
年
間
保
険
料
の
目
安
で
す
。

保
険
料
の
軽
減
に
申
告
が

必
要
な
人

　

次
の
人
は
所
得
の
申
告
が
な
け
れ
ば
、

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
ず
、

国
保
課
に
所
得
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
収
入
が
な
い
人

▼
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
な
ど
の
非
課

税
所
得
者

図１　保険料の計算方法（平成 30・31 年度）

図２　保険料の見直し内容

表１　均等割の軽減対象になる所得額の範囲拡大

表２　均等割の軽減

表４　単身世帯（世帯主）の場合

表５　夫婦２人世帯（共に被保険者）で、妻の年金収入が 80 万円以下の場合

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

国
保
課
（
市
庁
舎
１
階
、
☎
65
・
４
１
４
０
）、
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎
０
１
１
・
２
９
０
・

５
６
０
１
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
は
、
原
則
２
年
ご
と
に
見
直
し
ま
す
。
変
更
に
な
っ
た
平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料
率
や
、

軽
減
拡
大
・
見
直
し
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

65歳以上の公的年金所得分は、さらに15万円を限度に差し引いた額で判定します

色付きの年金収入の欄は、軽減拡大の対象です

色付きの年金収入の欄は、軽減拡大の対象です

均 等 割

平成 28・29 年度 平成 30・31年度

【１人当たりの額】

５万 205 円

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の均等割額
 33万円かつ被保険者全員が所得０円

（年金収入80万円以下で、その他の所得がない） ９割 5020円

 33万円 8.5割 7530円
 33万円＋（27万5000円×世帯の被保険者数） ５割 ２万5102円

 33万円＋（50万円×世帯の被保険者数） ２割 ４万164円

区　分 平成29年度

５割 33万円＋（27万円
×世帯の被保険者数）

２割 33万円＋（49万円
×世帯の被保険者数）

平成30年度
33万円＋（27万5000円
×世帯の被保険者数）

33万円＋（50万円×世帯
の被保険者数）

年金収入 均等割軽減 平成30年度年間保険料 前年度比
80万円 ９割 5000円 100円⇧

153万円 8.5割 7500円 100円⇧
168万円 8.5割 ２万3400円 3400円⇧
195万円 ５割 ６万9500円 9300円⇧

195.5万円 ５割 ７万100円 5400円⬇
211万円 ２割 10万1500円 １万2900円⇧
217万円 ２割 10万7900円 800円⇧
218万円 ２割 10万8900円 9200円⬇

夫の年金収入 続柄 均等割軽減 平成30年度年間保険料 前年度比

80万円
夫

９割
5000円 100円⇧

妻 5000円 100円⇧

153万円
夫

8.5割
7500円 100円⇧

妻 7500円 100円⇧

168万円
夫

8.5割
２万3400円 3400円⇧

妻 7500円 100円⇧

211万円
夫

５割
８万6500円 １万2900円⇧

妻 ２万5100円 200円⇧

223万円
夫

５割
９万9200円 １万4200円⬇

妻 ２万5100円 １万4700円⬇

266万円
夫

２割
15万9800円 1200円⇧

妻 ４万100円 300円⇧

268万円
夫

２割
16万1900円 8700円⬇

妻 ４万100円 9700円⬇

表３　被用者保険の被扶養者だった人の軽減見直し

所得の状況により、均等割の軽減割合が９割、または8.5割に該当することがあります

区　分 平成29年度
所得割 かかりません
均等割 ７割軽減

平成30年度
かかりません

５割軽減

所 得 割

（　　   ）
10.59％

×
＝＋

前年中の
所得ー 33万円

１年間の
保険料

（賦課限度額 62万円）
（100 円未満切り捨て）

均 等 割
（被保険者が等しく負担）

４万 9809 円 ５万 205 円
（396円↑）

所 得 割
（被保険者の所得に応じて負担）

10.51% 10.59%
（0.08ポイント↑）

賦課限度額
（１年間の保険料の上限額）

57 万円 62 万円
（５万円↑）


